
各
位 暑
中
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。
つ
い
で
の
こ
と
で
恐
縮
な
が
ら
、
河
出
書
房
新
社
の
世
界
文
学
全
集

第
6
巻
に
小
生
を
翻
訳
者
と
す
る
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
小
説
『
戦
争
の
悲
し
み
』
の
全
面
改
訳
版
(
ヴ
ェ
ト
ナ

ム
語
の
原
本
か
ら
の
訳
本
)
が
収
録
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
の
を
機
に
、
1
9
9
7
年
に
東
京
の
め
る
く

ま
一
る
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
同
じ
小
説
の
旧
訳
本
(英
語
版
か
ら
小
生
が
翻
訳
し
た
も
の
)
を
め
ぐ
っ
て

一
部
メ
デ
ィ
ア
を
賑
わ
し
、
2
0
0
2
年
に
至
っ
て
遂
に
裁
判
沙
汰
に
ま
で
な
っ
た
誹
誇
事
件
に
つ
い
て
、

一
応
の
説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
く
、
小
生
自
筆
の
2
種
の
文
書
を
お
送
り
致
し
ま
す
。

一
つ
は
、
上
記
裁
判
の
経
緯
と
結
果
に
つ
い
て
、
結
審
直
後
の
2
0
0
4
年
8
月
に
、
ご
く
一
部
の
方
々

に
お
送
り
し
た
報
告
書
簡
の
コ
ピ
ー
(①
)
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
こ
れ
を
補
足
す
る
た
め
に
、
全
面
改

訳
に
際
し
て
ま
と
め
た
資
料
的
書
簡
(②
)
で
す
。
上
記
誹
諧
事
件
と
、
外
国
文
学
翻
訳
の
手
法
に
関
し

て
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
き
た
論
争
に
多
少
と
も
関
心
を
お
持
ち
な
ら
ば
、
お
暇
の
折
に
お
目
を
通
し
て
い

た
だ
け
る
と
幸
甚
至
極
に
存
じ
ま
す
。

平
成
2
0
年
f
月

  
,
日

井
川
一
久

牛
ド
ル



⌒

/
/

様

『
戦
争
の
悲
し
み
』
裁
判
の
判
決
に
関
す
る
御
報
告

平
成
1
6
年
8
月
1
1
日

同
書
邦
訳
者

 
井
川
一
久

拝
啓
、
猛
暑
の
候
な
が
ら
一
層
御
清
勝
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

 
さ
て
、
い
さ
さ
か
暑
苦
し
い
事
柄

で
恐
縮
に
存
じ
ま
す
が
、
表
記
の
件
に
関
し
て
以
下
の
こ
と
を
お
知
ら
社
致
し
ま
す
。

l訴
訟
ま
で
の
経
緯
]

1
9
9
7
年
6
月
、
私
の
翻
訳
し
た
ベ
ト
ナ
ム
の
作
家
バ
オ
・
ニ
ン
氏
の
小
説
『
戦
争
の
悲
し
み
』

が
、
東
京
の
出
|版
社
め
る
く
ま
ー
る
社
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
恐
ら
く
御
記
憶
の
こ
と
と
存

じ
ま
す
。
そ
の
刊
行
の
直
後
、
私
と
全
く
面
識
の
な
か
っ
た
大
阪
府
堺
市
在
住
の
大
川
均
氏

(
大
阪

外
大
中
国
語
科
出
身
、
製
本
会
社
経
営
)
が
、
①
井
川
は
英
訳
本
か
ら
の
邦
訳
に
際
し
政
治
的
意
図

に
も
と
づ
い
て
同
小
説
を
ば
し
い
ま
支
に
改
宗
し
た
(
原
作
の
政
治
的
改
試
)
、
ま
た
②
東
京
の
築
地

書
館
に
よ
る
同
氏
独
白
の
訳
本
出
版
を
不
当
な
手
段
で
中
止
の
や
む
な
き
に
至
ら
せ
た
(
出
版
妨
害
)
、

と
い
う
2
点
を
中
心
に
私
を
私
的
配
布
文
書
な
ど
で
激
し
く
非
難
し
始
め
、
遂
に
は
産
経
新
聞
社
の

月
刊
誌
『
正
論
』
に
2
回
に
わ
た
っ
て
同
主
旨
の
激
烈
な
井
川
非
難
文
を
掲
哉
し
た
こ
と
も
。
あ
る

い
は
御
記
憶
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

私
は
『
正
論
』
に
掲
載
さ
れ
た
同
氏
の
最
初
の
井
川
非
難
文

(
1
9
9
7
年
1
2
月
号
所
載
)
に

対
し
、
た
だ
一
度
だ
け
反
論
の
文
章
を
同
じ
『
正
論
』
に
寄
せ
ま
し
た
(
9
8
年
7
月
号
)
。
こ
れ
に

は
大
川
氏
の
そ
れ
ま
で
の
行
為
に
批
判
的
疑
問
を
表
明
す
る
と
同
|寺
に
私
を
弁
・護
す
る
原
作
者
バ

オ
・
ニ
ン
氏
の
大
川
氏
宛

「
公
開
書
簡
」
が
併
歌
さ
れ
ま
し
た
が
、
大
川
氏
は
『
正
論
』
9
8
年
1
0

月
号
に
再
び
井
川
非
難
の
文
章
を
寄
せ
、
そ
の
中
で
バ
オ
・
ニ
ン
氏
の

「
公
開
書
簡
」
は
井
川
の
偽

造
物
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
を
公
然
と
表
明
、
さ
ら
に
2
0
0
2
年
1
月
に
東
京
外
国
語
大
学
で
圓

か
れ
た

「
バ
オ
・
ニ
ン
氏
を
囲
む
会
」
に
際
し
、
そ
れ
ま
で
の
井
川
非
難
の
論
調
に
加
え
て
井
川
が

「
公
開
書
簡
」
を
偽
造
し
た
と
の
文
書
を
配
布
、
ま
た
大
阪
外
国
語
大
学
関
係
者
を
中
心
と
す
る
レ
く

ト
ナ
ミ
ス
ト
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
な
ど
で
同
主
旨
の
発
言
を
繰
り
返
し
て
き
ま
し
た
。

[裁
判
の
経
過
]

問
題
の
訴
訟
は
、
大
川
氏
が
上
記
の
よ
う
な
井
川
非
難
活
動
の
帰
結
と
し
て
、
2
0
0
2
年

(
平

成
1
4
年
)
8
月
に
大
阪
地
裁
に
提
起
し
た
も
の
で
、
主
な
訴
因
は
井
川
が
原
作
者
バ
オ
・
ニ
ン
氏

の
大
川
氏
宛

「
公
開
書
簡
」
を
偽
造
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
大
川
氏
の
名
誉
を
甚
だ
し
く
毀
損
し
た
と

い
う
も
の
で
し
た
。

 

これ
に
対
し私
は
バ
オ
・ニ
ン氏
自筆
の
「公
開
書
簡
」
原
文
を
法
廷
に
提
出

け
る
と
と
も
に
、
翌
2
0
0
3年
2月
、
そ
れ
ま
で
の
大
川
氏
の
井
川
非
難
活
動
が
事
実
に
反
す
る

も
の
で
あ
っ
て
歴
然
た
る
名
誉
毀
損
行
為
に
当
た
る
と
い
う
反
訴
を
試
み
ま
し
た
。
大
川
氏
は
最
初

の
訴
因
を
「
公
開
書
簡
」
は
井
川
の
誘
導
と
圧
力
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
い
う
ふ
う
に
変
更
、
そ
の

].


